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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 46,912 7.0 6,597 4.8 7,935 △6.3 7,047 22.3

2024年３月期第３四半期 43,844 11.2 6,293 24.1 8,465 27.6 5,760 30.3

（注）包括利益 2025年３月期第３四半期 7,522百万円（△15.9％） 2024年３月期第３四半期 8,944百万円（53.8％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2025年３月期第３四半期 287.14 －

2024年３月期第３四半期 234.74 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 125,909 95,545 74.8

2024年３月期 115,351 90,195 77.0

（参考）自己資本 2025年３月期第３四半期 94,132百万円 2024年３月期 88,805百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2024年３月期 － 22.00 － 28.00 50.00

2025年３月期 － 24.00 －

2025年３月期（予想） 30.00 54.00

１．2025年３月期第３四半期の連結業績（2024年４月１日～2024年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

■2024年３月期第２四半期末配当の内訳　　普通配当　20円00銭　　記念配当　２円00銭
　　新規開発製品「水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型」の建設技術審査証明取得を記念し、記念配当を実施
　　しております。

■2024年３月期期末配当の内訳　　普通配当　24円00銭　　記念配当　４円00銭
　　当社創業100周年を記念し、記念配当を実施しております。

■2025年３月期第２四半期末配当の内訳　　普通配当　22円00銭　　記念配当　２円00銭

イタリア共和国におけるZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式100％取得を記念し、記念配当を実施しております。

■2025年３月期期末配当の内訳　　普通配当　28円00銭　　記念配当　２円00銭
　　京都工場のモータ生産棟竣工を記念し、記念配当を実施致します。



（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 65,000 3.8 8,000 △10.5 9,500 △24.8 6,600 △20.4 270.61

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2025年３月期３Ｑ 27,500,000株 2024年３月期 27,500,000株

②  期末自己株式数 2025年３月期３Ｑ 3,110,219株 2024年３月期 2,853,336株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2025年３月期３Ｑ 24,542,464株 2024年３月期３Ｑ 24,538,338株

３．2025年３月期の連結業績予想（2024年４月１日～2025年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：有

新規  5社  （社名）ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.ほか4社、除外  －社  （社名）－

（注）詳細は、添付資料10ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）」をご覧ください。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：有

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（注）詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（会計方針の変更に関する注記）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（任意）

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などを背景に個人消費は緩やかに回復

し、また、好調なインバウンド需要や企業の設備投資が増加基調で推移するなど、内需主導の景気回復が続いてお

ります。一方、世界経済におきましては、ウクライナ・中東情勢不安の長期化による世界的な資源・エネルギー価

格の高止まり、為替の動向や物価上昇、さらには米国新政権の政策がもたらす影響など、今後も予断を許さない状

況となっております。

　このような状況の中で当社グループは、本年度よりスタートしている新中期３ヶ年経営計画「Transformation 

２０２７」のもと、これからの100年に向かって経営基盤を更に強化すべく、「ものづくり」を軸とした改革を進

め、当社グループ製品が社会インフラに対して必要不可欠なものであるという責任を十分に踏まえた上で、万全な

体制で製品を供給し続けることができるよう努めました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は46,912百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ3,068百

万円（7.0％）の増収、営業利益は6,597百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ304百万円（4.8％）の増益、経

常利益は当第３四半期連結累計期間において為替差益451百万円を計上しましたが、前年同四半期連結累計期間に

計上した1,501百万円には及ばず、7,935百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ529百万円（6.3％）の減益、親

会社株主に帰属する四半期純利益は、2024年７月にZENIT INTERNATIONAL S.P.A.を完全子会社化し、特別利益とし

て段階取得に係る差益1,721百万円を計上したことにより、7,047百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ1,287

百万円（22.3％）の増益となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本

　建設機械市場におきましては、レンタル業界向けに、省人化製品や中型水中ポンプの売上が好調で、環境に配慮

した電極式残水ポンプの受注も堅調に推移しました。設備機器市場におきましては、工具工場設備市場において持

続可能性や効率性への関心が高まっていることから、高効率水中ポンプや災害対策製品の販売実績が伸び、また、

官公庁市場向けのポンプ設備関連の受注が拡大したこともあり売上高は増加しました。

　これらの結果、売上高は38,593百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ3,766百万円（10.8％）の増収、セグ

メント利益は4,971百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ559百万円（12.7％）の増益となりました。

北米

　北米地域におきましては、鉱山市場での設備投資の活性化による需要の増加があり、また、建設市場や設備市場

においても安定的な製品需要がありましたが、失業率の上昇による需要低迷の懸念があるほか、米国大統領選挙後

の新政権の動向を注視する動きから買い控え傾向が加速した結果、売上高は減少しました。

　この結果、売上高は9,293百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ139百万円（1.5％）の減収、セグメント利

益は1,033百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ222百万円（17.7％）の減益となりました。

アジア

　アジア地域におきましては、引き続きタイでの設備製品需要は堅調に推移し、シンガポールでのポンプ需要も好

調であったことから、売上高は増加しました。

　この結果、売上高は12,269百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ3,246百万円（36.0％）の増収、セグメン

ト利益は1,447百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ740百万円（104.7％）の増益となりました。

欧州

　欧州地域におきましては、特に西欧における設備市場向けポンプが好調に推移しました。

　この結果、売上高は1,697百万円、セグメント利益は130百万円となりました。

　なお、中間連結会計期間において、当社の持分法適用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追

加取得し子会社化したことにより、新たに連結の範囲に含めております。また、2024年６月30日をみなし取得日と

しており、中間連結会計期間は貸借対照表のみを連結し、当第３四半期連結会計期間より損益計算書を連結してお

ります。

その他

　その他地域におきましては、オーストラリアにおいて建設市場での着実な実績の積み上げがありましたが、中国

経済の低迷がポンプ需要にも影響を与えたことから、売上高は減少しました。

　この結果、売上高は4,783百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ498百万円（9.4％）の減収、セグメント利

益は725百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ182百万円（20.1％）の減益となりました。
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（２）当四半期の財政状態の概況

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産は125,909百万円と前連結会計年度末に比べ10,557百万円増加しました。

　これは、以下の要因によるものであります。中間連結会計期間において、当社の持分法適用関連会社であった

ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追加取得し、連結の範囲に含めたこと等により、のれんが3,715百万円、棚

卸資産が4,516百万円それぞれ増加しました。一方で既に保有している同社株式や、同社から引受けている社債を

連結消去したこと等により、投資有価証券が3,395百万円減少しております。また、継続中の当社京都工場の新棟

建設等により、建物及び構築物（純額）が6,012百万円増加した他、現金及び預金が310百万円、受取手形、売掛金

及び契約資産が1,277百万円それぞれ減少しました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債は30,363百万円と前連結会計年度末に比べ5,207百万円増加しました。

　これは、短期借入金が4,950百万円、未払金の増加等により流動負債その他が1,989百万円、繰延税金負債の増加

等により固定負債その他が1,053百万円、支払手形及び買掛金が650百万円、１年内返済予定の長期借入金が654百

万円それぞれ増加し、未払法人税等が1,628百万円、長期借入金が1,476百万円、賞与引当金が1,018百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は95,545百万円と前連結会計年度末に比べ5,350百万円増加しました。

　これは、利益剰余金が5,875百万円、その他有価証券評価差額金が436百万円、それぞれ増加した他、自己株式

949百万円を取得したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は74.8％（前連結会計年度末77.0％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　中国経済の減速や、金融市場におけるボラティリティの高さ、ウクライナ情勢や中東情勢の長期化によるエネル

ギー価格や原材料価格の高止まり、食品をはじめとした各種生活必需品の値上げによる買い控えなど、日本経済そ

して世界経済への多大な影響が懸念され、国内外における景気の先行きは今後も不透明な状況が一定期間は続くも

のと予想しております。

　そのような状況の中、当社グループは社会インフラに直結した製品を提供していること、また異常気象等に伴う

災害から国民生活を守るための製品を提供していることなどもあり、需要減少の影響は現状では軽微であると考え

ております。なお、2023年４月から『ものづくり革新プロジェクト』を発足し、本プロジェクトの中核事業とし

て、当社のマザー工場である京都工場の新棟建設と、京都工場内設備への投資を行うことにより、モータ内製化の

実現や生産効率の向上等を図っております。

　また、通期の連結業績予想につきましては、2024年５月13日に公表した業績予想から変更しておりません。な

お、業績予想には2024年７月に完全子会社としましたZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の連結業績への影響も織り込ん

でおります。

　今後も当社グループ製品が社会インフラに対して必要不可欠なものであるという責任を十分に踏まえた上で、万

全な体制で製品を供給し続けることができるよう努めてまいります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,198 28,887

受取手形、売掛金及び契約資産 23,247 21,969

有価証券 2,160 1,405

棚卸資産 16,504 21,020

その他 1,972 2,463

貸倒引当金 △49 △60

流動資産合計 73,033 75,686

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,770 12,783

土地 9,074 9,207

その他（純額） 5,460 5,867

有形固定資産合計 21,305 27,859

無形固定資産

のれん 100 3,815

その他 1,974 2,029

無形固定資産合計 2,075 5,845

投資その他の資産

投資有価証券 16,742 13,347

その他 2,194 3,170

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 18,936 16,517

固定資産合計 42,317 50,222

資産合計 115,351 125,909

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,272 6,922

短期借入金 － 4,950

１年内返済予定の長期借入金 1,053 1,708

未払法人税等 2,046 418

賞与引当金 1,456 438

その他 4,272 6,261

流動負債合計 15,101 20,699

固定負債

長期借入金 8,893 7,416

役員退職慰労引当金 13 14

退職給付に係る負債 108 140

その他 1,038 2,092

固定負債合計 10,053 9,664

負債合計 25,155 30,363

純資産の部

株主資本

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 8,313 8,369

利益剰余金 68,498 74,373

自己株式 △2,991 △3,940

株主資本合計 79,010 83,991

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,260 3,697

為替換算調整勘定 6,266 6,294

退職給付に係る調整累計額 267 149

その他の包括利益累計額合計 9,794 10,140

非支配株主持分 1,390 1,413

純資産合計 90,195 95,545

負債純資産合計 115,351 125,909
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

売上高 43,844 46,912

売上原価 27,949 28,890

売上総利益 15,894 18,022

販売費及び一般管理費 9,601 11,425

営業利益 6,293 6,597

営業外収益

受取利息 313 408

受取配当金 233 334

為替差益 1,501 451

持分法による投資利益 85 －

その他 305 303

営業外収益合計 2,440 1,498

営業外費用

支払利息 31 56

スワップ評価損 208 －

持分法による投資損失 － 60

その他 27 42

営業外費用合計 267 160

経常利益 8,465 7,935

特別利益

段階取得に係る差益 － 1,721

補助金収入 － 176

特別利益合計 － 1,898

特別損失

減損損失 － 198

特別損失合計 － 198

税金等調整前四半期純利益 8,465 9,636

法人税、住民税及び事業税 2,058 1,995

法人税等調整額 390 422

法人税等合計 2,449 2,418

四半期純利益 6,016 7,217

非支配株主に帰属する四半期純利益 256 170

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,760 7,047

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 6 -

㈱鶴見製作所（6351）　2025年３月期　第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

四半期純利益 6,016 7,217

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,175 436

為替換算調整勘定 1,548 181

退職給付に係る調整額 △34 △118

持分法適用会社に対する持分相当額 238 △195

その他の包括利益合計 2,928 304

四半期包括利益 8,944 7,522

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,604 7,393

非支配株主に係る四半期包括利益 340 129

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第１四半期連結会計期間の期首から適用

しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結

財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(単位：百万円)

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
日本 北米 アジア 欧州 計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス
22,208 9,432 4,603 － 36,245 3,752 39,997 － 39,997

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

3,766 － － － 3,766 － 3,766 － 3,766

顧客との契約から生

じる収益
25,975 9,432 4,603 － 40,012 3,752 43,764 － 43,764

その他の収益 80 － － － 80 － 80 － 80

外部顧客への売上高 26,055 9,432 4,603 － 40,092 3,752 43,844 － 43,844

セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,771 － 4,419 － 13,190 1,530 14,720 △14,720 －

計 34,826 9,432 9,023 － 53,282 5,282 58,564 △14,720 43,844

セグメント利益 4,411 1,256 707 － 6,375 908 7,283 △990 6,293

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中国等の現地法人の

事業活動を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額△990百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△894百

万円、棚卸資産の調整額△97百万円及びその他０百万円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(単位：百万円)

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
日本 北米 アジア 欧州 計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス
25,227 9,293 5,298 1,586 41,405 2,645 44,051 － 44,051

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

2,783 － － － 2,783 － 2,783 － 2,783

顧客との契約から生

じる収益
28,011 9,293 5,298 1,586 44,189 2,645 46,835 － 46,835

その他の収益 77 － － － 77 － 77 － 77

外部顧客への売上高 28,089 9,293 5,298 1,586 44,267 2,645 46,912 － 46,912

セグメント間の内部

売上高又は振替高
10,504 － 6,971 110 17,585 2,137 19,723 △19,723 －

計 38,593 9,293 12,269 1,697 61,853 4,783 66,636 △19,723 46,912

セグメント利益 4,971 1,033 1,447 130 7,582 725 8,308 △1,710 6,597

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　至　2024年12月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中国等の現地法人の

事業活動を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額△1,710百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△1,008百万円、棚卸資産の調整額△703百万円及びその他１百万円が含まれております。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２　報告セグメントの変更等に関する事項

　（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）に記載のとおり、中間連結会計期間より、当社の持分法適

用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追加取得し子会社化したことにより、新たに連

結の範囲に含めております。この地域のセグメントの重要性、一体性が高いことから、「欧州」セグメン

トとして経営上管理することとし、報告セグメントとして記載する方法に変更しました。

　なお、2024年６月30日をみなし取得日としており、中間連結会計期間は貸借対照表のみを連結し、当第

３四半期連結会計期間より損益計算書を連結しております。

３　報告セグメントごとの資産に関する情報

　中間連結会計期間より、当社の持分法適用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追加

取得し子会社化したことにより、新たに連結の範囲に含めております。

　これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額

は、「日本」セグメントにおいて4,761百万円、「欧州」セグメントにおいて12,190百万円それぞれ増加

しております。

４　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　中間連結会計期間より、当社の持分法適用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追加

取得し子会社化したことにより、新たに連結の範囲に含めております。

　これにより、欧州セグメントにおいてのれんが3,740百万円増加しております。当該のれんの金額は、

当第３四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額で

あります。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

前第３四半期連結累計期間
（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

減価償却費

のれんの償却額

984百万円

3百万円

1,239百万円

121百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の
とおりであります。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　中間連結会計期間より、当社の持分法適用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式を追加取得し

子会社化したことにより、同社及びその子会社４社を連結の範囲に含めております。なお、2024年６月30日をみ

なし取得日としており、かつ中間連結決算日との差異が３ヶ月を超えないことから、中間連結会計期間において

は、貸借対照表のみを連結し、当第３四半期連結会計期間より損益計算書を連結しております。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

　中間連結会計期間より、当社の持分法適用関連会社であったZENIT INTERNATIONAL S.P.A.を連結の範囲に含め

ることとしましたが、2024年６月30日をみなし取得日としており、かつ中間連結決算日との差異が３ヶ月を超え

ないことから、中間連結会計期間まで持分法投資損益を計上しております。
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年２月10日

株式会社鶴見製作所

取締役会　御中

東陽監査法人

大阪事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 川越　宗一

指定社員
業務執行社員

公認会計士 玉田　優樹

監査人の結論

　当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社鶴見製作所の2024年４月１日から2025年３月

31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2024年10月１日から2024年12月31日まで）及び第３四半期連結累計

期間（2024年４月１日から2024年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸

表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただ

し、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判

断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の

省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一

般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定め

る記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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（注）１　上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータ及びＨＴＭＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財

務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていない

と信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四

半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明するこ

とが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及

び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準

第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないか

どうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の

結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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